
群馬県 車庫証明 様式・書き方ガイド
自動車保管場所証明申請書／所在図・配置図／自認書／使用承諾証明書の記入ポイントを、公式様式に青い番号を付けて解説します。

このPDFは、群馬県警察が公開している公式様式をもとに、行政書士おおうち事務所が一般的な記入ポイントを加えて作成したものです。様式

部分は群馬県警察の公開様式を使用し、青い番号と解説ページは行政書士おおうち事務所が作成しています。

実際の申請内容や提出先警察署の取扱いにより、記載内容・必要書類・提出部数が異なる場合があります。申請前には、提出先警察署または群

馬県警察の公式ページで最新情報をご確認ください。

行政書士おおうち事務所



別記様式第１号（第１条関係）

 長さ   センチメートル
 幅   センチメートル
 高さ   センチメートル

　自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明願います。

年 月 日

警察署長　殿 〒（ ）

申請者　 電話

第 号

　自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、上記申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明する。

　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　警 察 署 長 印

　　
備考

使用
権原

※　自動車の登録手続に必要となる自動車保管場所証明書は、
　登録申請の日からさかのぼっておおむね１か月以内に発行
　されたものとなりますので、注意してください。

氏名

住　所

氏　名

(2) 自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき（(1)に該当する場合を除く。）。
２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき。

登録
番号等

新規

代替

前車

現車

(1) 自動車の使用の本拠の位置が、旧自動車（申請者が保有者である自動車であって申請に係るもの以外のものをいう。以下同じ。）に係る使用の

電話

連
絡
先

自己・他人・共有

自　動　車　保　管　場　所　証　明　書

必要があると認めるときは、所在図の提出を求めることができる。
１ 次に掲げる場合は、所在図の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に

自　動　車　保　管　場　所　証　明　申　請　書

車　　　　名 型　　　　式 自　動　車　の　大　き　さ車　台　番　号

自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置

自 動 車 の 保 管 場 所 の 位 置

書き方ガイド（行政書士おおうち事務所作成） ※青い番号に対応する説明を次ページで確認してください。
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自動車保管場所証明申請書の書き方ポイント
青い番号に対応する欄の説明です。記載例の住所・氏名・車両情報はすべて架空の例です。

番号 欄 書き方・確認ポイント

1 車名 メーカー名を記入します。例：トヨタ、ホンダなど。

2 型式 車検証や販売店資料を確認し、アルファベット・数字を正確に記入します。例：6AA-ABC123。

3 車台番号 アルファベットと数字の読み違いに注意します。例：ABC12-3456789。

4 自動車の大きさ 長さ・幅・高さをセンチメートルで記入します。点線枠内は右詰めが基本です。

5 使用の本拠の位置 個人は住所、法人は営業所・事務所など、実際に自動車を使用・管理する拠点を記入します。

6 保管場所の位置 実際に車を置く場所を記入します。駐車場名や区画番号がある場合は併記すると分かりやすいです。

7 申請日・提出先 申請日は警察署へ提出する日です。提出先は保管場所を管轄する警察署です。

8 申請者欄 郵便番号、住所、電話、氏名を記入します。法人の場合は法人名・代表者名などを確認します。

9 使用権原 自己・他人・共有の該当箇所に○を付けます。家族名義や会社名義の場合は承諾書が必要になる場合があります。

10 新規・代替 新しく保管する場合は新規、入替えの場合は代替を選びます。代替の場合は前車・現車番号の記載が必要になる場合があります。

※最新の様式・提出書類は、群馬県警察の公式ページ「自動車保管場所証明書の申請手続」でご確認ください。



保管場所の所在図・配置図

所　在　図　記　載　欄 配　置　図　記　載　欄

シャッターの有無 有 ・ 無

１ 使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、保管場所が旧自動車の保管場所である場合又は使用の本拠

の位置が保管場所と同一である場合には、所在図を省略することができます。

２ 所在図には、保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示するほか、自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置を明記し、これ

らの位置を直線で結んだ上で、その間の距離を明記してください。

３ 所在図は、本様式に記載せず、保管場所付近の道路及び目標となる地物が確認できる既存の地図の写しを用いても構いません。

４ 配置図には、保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示するほか、保管場所にあってはその平面の寸法、保管場所に

接する道路にあってはその幅員を明記してください。

備考

書き方ガイド（行政書士おおうち事務所作成） ※青い番号に対応する説明を次ページで確認してください。
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保管場所の所在図・配置図の書き方ポイント
青い番号に対応する欄の説明です。記載例の住所・氏名・車両情報はすべて架空の例です。

番号 欄 書き方・確認ポイント

1 所在図 保管場所付近の道路、目標物、使用の本拠と保管場所の位置を示します。地図の写しを使える場合もあります。

2 距離 使用の本拠から保管場所までの直線距離を示します。原則として2km以内であることが必要です。

3 配置図 駐車スペースの形、出入口、周囲の建物や空地、道路との関係を示します。

4 寸法・道路幅員 保管場所の平面寸法と、接する道路の幅員を記入します。車が収まること、出入りできることが分かるようにします。

※最新の様式・提出書類は、群馬県警察の公式ページ「自動車保管場所証明書の申請手続」でご確認ください。



　　証明申請・届出　に係る保管場所である　土地・建物　は、私（当法人）の所有であることに間違いありません。

　警察署長　殿

年 月 日

住　所

電　話

氏　名

　備考 １　保管場所証明申請の場合は証明申請に、保管場所届出の場合は届出に〇を付けてください。
２　土地・建物については、どちらか当てはまる方（両方に当てはまる場合は両方）に〇を付けてください。

保管場所使用権原疎明書面（自認書）

 〒（　　　―　　　　）

書き方ガイド（行政書士おおうち事務所作成） ※青い番号に対応する説明を次ページで確認してください。
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保管場所使用権原疎明書面（自認書）の書き方ポイント
青い番号に対応する欄の説明です。記載例の住所・氏名・車両情報はすべて架空の例です。

番号 欄 書き方・確認ポイント

1 証明申請・届出 普通自動車の車庫証明なら「証明申請」に○を付けます。軽自動車の届出なら「届出」に○を付けます。

2 土地・建物 保管場所が自己所有の土地・建物である場合に該当する方へ○を付けます。

3 提出先警察署 保管場所を管轄する警察署名を記入します。例：太田警察署長 殿。

4 日付 警察署へ提出する日を記入します。

5 住所・電話 申請者の住所・電話番号を記入します。

6 氏名 自認する本人の氏名を記入します。法人の場合は法人名・代表者名等を確認します。

※最新の様式・提出書類は、群馬県警察の公式ページ「自動車保管場所証明書の申請手続」でご確認ください。



年 月 日
〒

 

備考
　 共有の場合は、必要な共有者全員の住所・氏名を記入してください。

保 管 場 所 の 位 置

使 用 者

（　　　－　　　　）

氏 名

月 日年

住 所

使 用 期 間

氏 名

〒（　　　－　　　　）

　　 住 所

年 月

駐 車 位 置 番 号

保 管 場 所 使 用 承 諾 証 明 書

　　上記のとおり自動車の保管場所としての使用を承諾したことを証明する。

電 話

電 話

日

か　　ら

ま　　で

警察署長提出用

駐 車 場 の 名 称

書き方ガイド（行政書士おおうち事務所作成） ※青い番号に対応する説明を次ページで確認してください。
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保管場所使用承諾証明書の書き方ポイント
青い番号に対応する欄の説明です。記載例の住所・氏名・車両情報はすべて架空の例です。

番号 欄 書き方・確認ポイント

1 保管場所の位置 借りている駐車場や他人名義の土地・建物を保管場所とする場合の所在地を記入します。

2 駐車場名称・位置番号 月極駐車場などでは駐車場名、区画番号を記入します。

3 使用者 実際にその保管場所を使う人の住所・氏名・電話番号を記入します。

4 使用期間 承諾を受けている使用期間を記入します。契約書や管理会社の取扱いに合わせます。

5 承諾日 承諾者が証明する日付を記入します。

6 承諾者 土地・建物の所有者、管理会社、貸主など承諾する方の住所・氏名・電話番号を記入してもらいます。

※最新の様式・提出書類は、群馬県警察の公式ページ「自動車保管場所証明書の申請手続」でご確認ください。


